
詳
し
く
は
、
都
市
計
画
課（
内

線
3
1
7
）へ
ど
う
ぞ
。
 

   
６
月
10
日（
火
）〜
17
日（
火
）
 

 
  現

在
、
住
宅
に
困
っ
て
い
る
方

で
次
の
条
件
を
満
た
す
方
 

・
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し
て

い
る
こ
と
 

・
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
 

（
入
居
予
定
日
か
ら
3
カ
月
以
内

に
結
婚
し
、同
居
す
る
方
を
含
む
） 

・
入
居
者
全
員
の
所
得（
控
除
後
）

の
合
計
が
一
定
基
準
以
内
で
、

市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
 

   ・
入
居
日
は
、
7
月
下
旬
を
予
定
 

・
入
居
者
全
員
の
所
得
が
分
か
る
 

平
成
20
年
度
所
得
課
税
証
明
書
 

（
6
月
10
日
か
ら
税
務
課
で
交

付
）な
ど
が
必
要
 

本
紙
2
月
1
日
号
で
も
お
知
ら
せ
し
た

通
り
、
昨
年
ま
で
市（
保
健
セ
ン
タ
ー
）が

実
施
し
て
き
た
「
基
本
健
康
診
査
」
は
、

医
療
制
度
改
革
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
者
が
実
施
す
る
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症

候
群
）
を
予
防
す
る
た
め
の
「
特
定
健
康

診
査
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
今
回
は
、
特
定
健
康
診
査
の
受

診
方
法
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

   
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳

か
ら
74
歳
ま
で
の
方
 

※
年
齢
は
、
平
成
21
年
3
月
31
日
現
在
の

満
年
齢
で
す
。
 

   ①
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
 

6
月
下
旬
に
受
診
券
を
発
送
し
ま
す
。

9
月
末
ま
で
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。
 

②
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
 

8
月
下
旬
に
受
診
券
を
発
送
の
予
定
で

す
。
12
月
末
ま
で
に
特
定
健
診
を
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。
 

※
受
診
券
を
受
け
取
ら
れ
て
も
、
受
診
さ

れ
る
日
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
で
な
く
な
っ
た
方
は
、
健
診
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

   
受
診
券
と
保
険
証
を
持
っ
て
、
希
望
す

る
診
療
機
関
（
土
岐
市
・
瑞
浪
市
内
の
病

院
な
ど
）
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

健
診
を
受
け
ら
れ
る
診
療
機
関
に
つ
い
て

は
、
受
診
券
と
同
封
の
「
特
定
健
診
の
お

知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

   
受
診
に
は
、
本
人
負
担
額
千
円
が
必
要

で
す
。
（
受
診
当
日
、
診
療
機
関
の
窓
口

で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
）
 

   
国
民
健
康
保
険
以
外
の
社
会
保
険
な
ど

に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者
・
被
扶
養
者

の
健
診
に
つ
い
て
は
、
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
者
が
実
施
し
ま
す
。
 

※
後
期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度
の

被
保
険
者
の
健
診
は
、
土
岐
市
が
県
広

域
連
合
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
希
望
者

に
実
施
し
ま
す
。
申
し
込
み
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
本
紙
8
月
1
日
号
で
お
知

ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
 

※　1　　子育て世帯向け優先枠募集：新
追沢は18歳未満の子を　3　人以上扶養
している方、小学校就学前の子を扶
養している方が優先されます。 

※　2　　家賃は、入居者全員の収入総額
によって異なります。 

 　間取りは、新追沢が　2　ＬＤＫ、そ
のほかは　2　ＤＫです。 


